
1 

□ 鳥羽市景観計画策定スケジュール(案) 
  

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 2 月 ３月 

 

主な手続きの流れ 

 

                                  

 

基礎調査 

 

                                  

 

景観計画(案)の作成 

                                  

                                   

                                    

                                    

                                    

                                   

法委任条例等の作成 
                                  

ガイドラインの作成 
 

 

                                 

 

市民への周知 

                                  

 

景
観
計
画
確
定 

景 観 Ｐ Ｒ パ ン フ
レットの印刷 

課 題 、景

観特性の

整理 

・目標の設定 
・鳥羽市のめざす
将来景観像の検
討(パース作成) 

・景観計画区域の区分
(ゾーニング)設定 
（一般地区）（重点地区） 
（眺望保全地区）の方針 

 
・近年の建築物、工作物、開
発動向の整理、分布図作成 

他法令との整合等 

修正 

景観形成基準作成 

届出対象行為の設定 

素
案
の
策
定 

案
の
策
定 

景観重要公共施設の指定協議、協議が整い次第指定 

景観重要建造物・景観重要樹木制度の周知、ＰＲ、候補の公募 

 

景観重要建造物・
樹木の指定方針 
景 観 重 要 公 共 施
設協議資料作成 

市民アン
ケ ー ト作
成・実施 

 
集計 
分析 

 
パブコメ 

・上位関連計画の把握 
・現況調査の実施、分析等 
・景観資源調査、図の作成 
・施設調査 等 

・制度設計 
・景観条例・規則の作成 

景 観 Ｐ Ｒ パ ン フ
レットの作成 

一般地区、眺望保全地区等の設定 

その他選択事項、屋
外 広 告 物 規 制 誘 導
方策、景観協議会制
度等の提案・調整 

・景観形成基準ガイドライ
ン、届出の手引きの作成 

重点地区合意形成活動 
住民署名の確保→重点地区指定 

景観計画区域図 
(シェイプファイル)作成 

必要な制度(「つくる眺望」視点場登

録制度、補助制度)の整備 

印
刷
成
果
納
品 

周知 

景
観
計
画
確
定 

周知 

景
観
計
画
発
効 

鳥羽市景観計画策定委員会／作業部会(庁内会議) 鳥羽市景観計画法定手続き 

景
観
審
議
会
設
置 

景
観
行
政
団
体 

 

景
観
審
議
会 

都
計
審
諮
問 

条
例
議
決 

景
観
計
画
告
示 

県
準
用
条
例
議
決 

作業部会 

委員会 

作業部会 

委員会 

作業部会 

委員会 

作業部会 作業部会 

パブコメ 

作業部会 

委員会、 
都計審 

委
員
会 

※作業部会を必要により実施 

都
計
審 

作業部会 

都計審 
委員会 

景
観
行
政
団
体
協
議 

都計審 
委員会 

都計審 
委員会 

※ 市民説明会、あるいはシンポジウムを必要な時期に開催 

資料４ 


